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低賃金労働者の生活を支え地域経済の活性化を実現するために、 

最低賃金額の引上げと中小企業への一層の支援強化を求める会長声明 

 

第１ 最低賃金額の引上げ 

   ロシアのウクライナ侵攻の長期化やエネルギー価格の高騰などの影響により、

米などの食料品や光熱費、生活関連品の価格が、依然として上昇している。総

務省が発表している消費者物価指数のうち、総合指数は、２０２０年を１００

とすると、２０２５年３月分は１１１．１、２０２６年３月分は１１２．７と

なっている。アメリカ合衆国・イスラエルとイランとの武力衝突の先行きも不

透明な中で、さらなる物価の上昇も懸念される。 

また、厚生労働省が発表している毎月勤労統計調査によれば、実質賃金指数

のうち、消費者物価指数（総合）で実質化したものは、２０２０年平均を１０

０とすると、２０２５年２月は８１．５、２０２６年２月は８３．６と２．１

ポイント上昇したものの、前述の物価の上昇に対応できるほどに回復している

とはいえない。労働者の生活を守り、経済を活性化させるためには、大企業だ

けでなく中小・零細企業も含めた全ての労働者の実質賃金の上昇又は維持を実

現する必要があり、そのためにはまず最低賃金額の引上げが必要である。 

なお、２０２５年６月１３日に閣議決定された、「経済財政運営と改革の基本

方針２０２５」においても、「２０２０年代に全国平均１５００円という高い目

標の達成に向け、たゆまぬ努力を継続することとし、官民で、最大限の取組を

５年間で集中的に実施する。」との方針が示されている。 

 

第２ 中小企業への支援強化 

   最低賃金を引き上げることによって，中小企業の経営状況や雇用情勢に与え

る影響は小さくなく、様々な価格上昇は労働者のみならず中小企業にとっても

深刻な問題である。特に、石川県内においては、令和６年能登半島地震及び令

和６年奥能登豪雨により多くの中小企業も被災していることから、事業再建に

あたって最低賃金の引上げが負担となることは避けられないと考えられる。 

この点に関しては、政府が「経済財政運営と改革の基本方針２０２５」にお

いて、「適切な価格転嫁と生産性向上支援により、影響を受ける中小企業・小規

模事業者の賃上げを後押し」するとして、「各都道府県の地方最低賃金審議会に

おいて中央最低賃金審議会の目安を超える最低賃金の引上げが行われた場合
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は、持続的な形で売上拡大や生産性向上を図るための特別な対応として、政府

の補助金による重点的な支援を行うことや、交付金等を活用した都道府県の

様々な取組を十分に後押しすることにより、生産性向上に取り組み、最低賃金

の引き上げに対応する中小企業・小規模事業者を大胆に後押しする」との方針

を示しているところ、この方針を具体化した、従前の支援制度の拡充や新たな

支援制度の創設（税・社会保険料の減免、助成金の支給、取引価格の適正化や

業務効率化支援等）による負担の軽減が必要である。 

労働者・使用者のいずれもが物価上昇や被災により厳しい状況にある地域経

済を活性化させるためには、最低賃金の引上げとの言わば車の両輪として、中

小企業の支援をさらに強化する施策の実施こそが求められているのである。 

 

第３ 結論 

   最低賃金の引上げには地域経済を活性化させる効果もあり、被災した地域の

経済が活性化することは復興にもつながるといえる。当会は、全国及び石川県

において最低賃金額の引上げを図り、地域経済の健全な発展と災害からの復興

を促すために、本年度、中央最低賃金審議会が最低賃金の引上げを答申し、さ

らに石川県の最低賃金審議会において最低賃金の引上げを決定することとと

もに、政府及び地方自治体による中小企業に対する各種支援策の更なる強化を

求めるものである。 
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